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◇ 規 則 鳥取県児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則

(78) (障害福祉課) １

公布された規則のあらまし

◇鳥取県児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則の制定について

１ 規則の制定理由

児童福祉法の一部改正に伴い､ 指定知的障害児施設等 (知的障害児施設､ 知的障害児通園施設､ 盲ろう

あ児施設､ 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設をいう｡ 以下同じ｡) の指定等の申請に係る申請書

の様式等を定める｡

２ 規則の概要

規 則

鳥取県児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則をここに公布する｡

…………………………………………………………………………………
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(１) 趣旨 この規則は､ 児童福祉法の規定に基づき､ 指定知的障害児施設等の指定等

に関し必要な事項を定めるものとする｡

(２) 指定知的障害児施

設等の指定等の申請

指定知的障害児施設等の指定等の申請に係る申請書の様式を定める｡

(３) 指定知的障害児施

設等に係る変更等の届

出

ア 指定知的障害児施設等の指定を受けた事項に係る変更又は事業の廃止､

休止若しくは再開に係る届出書の様式を定める｡

イ 指定知的障害児施設等の指定の辞退に係る届出書の様式を定める｡

(４) 指定知的障害児施

設等の指定等の公示

指定知的障害児施設等の指定等の公示は､ 次の事項を公表することにより

行うものとする｡

ア 指定知的障害児施設等の設置者の名称及び主たる事務所の所在地

イ 指定等に係る指定知的障害児施設等の名称及び設置の場所

ウ 指定等の年月日

エ 指定等に係る障害児施設支援の種類

(５) 施行期日等 ア 施行期日は､ 平成18年10月１日とする｡

イ (２)による手続は､ この規則の施行前においても行うことができる｡
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平成18年９月29日(金)

号外第137号

毎週火･金曜日発行



平成18年９月29日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第78号

鳥取県児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の指定等に関する規則

(趣旨)

第１条 この規則は､ 児童福祉法 (昭和22年法律第164号｡ 以下 ｢法｣ という｡) の規定に基づき､ 法第24条の２

第１項に規定する指定知的障害児施設等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする｡

(指定等の申請)

第２条 法第24条の９第１項 (法第24条の10第４項前段において準用する場合を含む｡) の申請は､ 様式第１号

による申請書を提出してしなければならない｡

(変更等の届出)

第３条 法第24条の13の規定による届出は､ 次の各号に掲げる届出の区分に応じ､ 当該各号に定める様式による

届出書を提出してしなければならない｡

(１) 指定を受けた事項に係る変更の届出 変更届出書 (様式第２号)

(２) 指定を受けた事業の廃止､ 休止又は再開に係る届出 廃止・休止・再開届出書 (様式第３号)

２ 法第24条の14の規定による指定の辞退は､ 様式第４号による届出書を提出してしなければならない｡

(指定等の公示)

第４条 法第24条の18の規定による公示は､ 次に掲げる事項を公表することにより行うものとする｡

(１) 法第24条の２第１項の規定による指定､ 法第24条の14の規定による指定の辞退又は法第24条の17の規定

による指定の取消し (以下 ｢指定等｣ という｡) に係る指定知的障害児施設等の設置者の名称及び主たる事

務所の所在地

(２) 指定等に係る指定知的障害児施設等の名称及び設置の場所

(３) 指定等の年月日

(４) 指定等に係る障害児施設支援の種類

附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 平成18年10月１日から施行する｡

(準備行為)

２ 第２条の規定による手続は､ この規則の施行前においても行うことができる｡
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(別紙)

他の法律において既に指定を受けている事業等について
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法律の名称 指定年月日 指定事業所番号



様式第２号 (第３条関係)

変 更 届 出 書

年 月 日

職 氏 名 様

所在地

届 出 者 名 称

代表者 印○

指定を受けた事項に変更がありましたので､ 次のとおり届け出ます｡

注

１ 該当する番号に○を付けること｡

２ 変更の日から10日以内に届け出ること｡

添付書類 変更した事項を証する書類
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指定内容を変更した施設

名 称

設 置 の 場 所

支 援 の 種 類

変 更 し た 事 項 変 更 の 内 容

１ 施設の名称 (変更前)

２ 施設の設置の場所

３ 設置者の名称

４ 代表者の氏名及び住所

５ 定款､ 寄附行為等及びその登記事項証

明書又は条例等 (当該指定に係る事業

に関するものに限る｡)

６ 建物の構造概要及び平面図並びに設備

の概要

７ 施設の管理者の氏名及び住所

８ 運営規程 (変更後)

９ 障害児施設給付費の請求に関する事項

10 併設施設における利用定員数又は当該

施設の入所者の定員

11 協力医療機関の名称及び診療科名並び

に当該協力医療機関との契約内容

12 当該申請に係る支援の開始予定年月日

13 併設する施設がある場合の当該併設施

設の概要

変 更 年 月 日 年 月 日



様式第３号 (第３条関係)

廃止・休止・再開届出書

年 月 日

職 氏 名 様

所在地

届 出 者 名 称

代表者 印○

事業の廃止 (休止・再開) をしましたので､ 次のとおり届け出ます｡

注 廃止､ 休止又は再開の日から10日以内に届け出ること｡

添付書類 勤務体制・形態一覧表 (支援の再開に係る届出において､ 当該支援に係る従業者の勤務体制及び勤

務形態が休止前と異なる場合に限る｡)
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廃止 (休止・再開) する施設
名 称

設置の場所

廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 し た 年 月 日 年 月 日

廃 止 ・ 休 止 し た 理 由

現に指定施設支援を受けていた者に対する

措置 (廃止・休止した場合のみ)

休 止 予 定 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日



様式第４号 (第３条関係)

指 定 辞 退 届 出 書

年 月 日

職 氏 名 様

所在地

届 出 者 名 称

代表者 印○

児童福祉法に規定する知的障害児施設等の指定を辞退したいので､ 次のとおり届け出ます｡

注 指定を辞退する日の３月前までに届け出ること｡
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指 定 を 辞 退 す る 施 設
名 称

設置の場所

指 定 を 辞 退 す る 年 月 日 年 月 日

指 定 を 辞 退 す る 理 由

現に施設に入所している者に対する措置
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